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１．緑化活動プログラムの要件 
緑化活動プログラムを始めるには、下記の要件を満たす必要があります。 

 

① 代表者やメンバーについて 
・活動場所の都営住宅にお住まいの方が代表者又はメンバーに所属していること。 

※都営住宅にお住まいの方が１名以上所属していれば、地域の方が代表者やメン

バーになることができます。 

・代表者、メンバー合わせて３名以上のグループであること。 

・団地居住者に限定せず、誰もが希望すれば参加できる取組とすること。 

 

②活動場所について 
・都営住宅の管理に支障のない場所で活動すること。 

※活動場所については、都営住宅の管理・運営のために、希望に添えない場合も

あります。 

※申請時に、活動場所の詳細についてご提出いただきます。 

    設置が推奨される場所 

・地域の方たちと一緒に手入れしやすい場所である。 

（人通りがある、広い空間がある、水栓が近くにある等）" 

・植物が育ちやすい場所 

（日当たりがよい、風通しが良い、水はけがよい等）" 

・安全に活動できる場所 

（人通りの多い動線上ではない、車どおりが多い場所ではない等）" 

・日常の通行を妨げない場所 

・緊急車両が通行しない場所や、災害時の避難経路とならない場所 

・消防活動等の支障とならない場所 

・周辺に都営住宅の管理施設や埋設物などがない場所 

・広場でのイベント開催等に支障のない場所 

・作業時の安全が確保できる場所 

 

③メンバーや活動場所について、自治会が同意していること。 
 

④遵守事項について 
・既存の植栽を伐採及び移動することは禁止です。 

・既存の施設を撤去及び改変することは禁止です。 

・団地内公園や広場の利用を妨げることや制限することは禁止です。 

 

⑤菜園の活動をする場合 
・菜園活動の場合、収穫物を参加者及び団地居住者のものとすることはできません。

こども食堂など、地域の活動団体への提供等、地域へ還元することが前提です。 

 

上記の条件を満たしたうえで、承認をとってから活動を始める必要があります。  
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２．緑化活動プログラムを始めるまでの 7 つのステップ 
都営住宅で緑化活動プログラムを始めるには、以下の 7 つのステップがあります。 

   

 

 
 

ステップ 1  実施場所を探そう 
 

現地を直接確認して、緑化活動プログラムに適した場所を探しましょう。 
 
緑化活動プログラムに適した場所 

□地域の方たちと一緒に手入れがしやすいか(人通りがある、広い空間がある、水栓が近くに

あるなど) 

□植物が育ちやすい環境か (日当たりがよい、風通しがよい、水はけがよい など）  

□安全に活動できるか (人通りの多い動線上ではない、車通りの多い場所ではない など) 

□日常の通行を妨げないか（通路、スロープ、点字ブロック等の付近でない など） 

□緊急車両が通行しない場所や、災害時の避難経路とならないか 

□消防活動等の支障とならないか（防火水槽や消火栓の周辺などでない など） 

□周辺に都営住宅の管理施設や埋設物などがないか 

□広場でのイベント開催等に支障がないか 

□作業時の安全が確保できるか 

 

 

ステップ 2   仲間を見つけよう 
 

同じ住棟に住んでいる方や自治会の方に声をかけてみましょう。 

地域の社会福祉協議会や地域包括支援センターなど、連携や後方支援をしてくてる

団体がいるか相談してみましょう。 
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ステップ 3   計画をたてよう 
 

どのように緑化していくか目標を定め、活動頻度や活動時間、年間の活動内容、具

体的な作業などを考えてみましょう。 

同時に、申請書・チェックリストの作成も一緒に行うと申請がスムーズになります。 
 

※年間スケジュール例(案)については P８「ステップ 3 計画をたてよう 補助資

料②」を参照ください。 

 

ステップ 4  JKK 東京へ申請しよう 
 

申請書・チェックリストを作成し、必要な書類を揃えて東京都住宅供給公社へ相談

しましょう。承認が下りたら活動を開始できます。 
 

※申請方法については P13「東京都住宅供給公社への申請の流れ」を参照ください。 

 

 

ステップ 5  必要なものを集めよう 
 

花壇・菜園づくりに必要な備品(種、苗、土、肥料、スコップ、じょうろ、ホース等)

を揃えましょう。 

助成制度を活用すると、備品や助成金を受給できる可能性があります。助成制度も

調べてみましょう。 

 

※助成制度については P11～12「3.運営費用について」を参照ください。 

 
 

ステップ 6  活動を知ってもらおう 
 

活動の継続には、定期的な活動、周囲の理解・協力が必要です。 

チラシや看板を作成し見やすいところに掲示しましょう。SNS などオンライン上に

発信するのも効果的です。 

 

※記載するポイントなどは P10「ステップ 6 活動を知ってもらおう 補助資料」

を参照ください。 

 
 

ステップ 7  始めてみよう 
 

最初は無理をせず小さい規模で始めて、改善しながらより良い場を作っていきまし   

ょう。 
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４．東京都住宅供給公社への緑化活動プログラムの申請の流れ 

緑化活動プログラムを始めるには、東京都住宅供給公社への申請書・チェックリスト

の提出及び承諾を得る必要があります。 

 

① 申請に必要な条件を確認する 
3 ページにもあるように、緑化活動プログラムを行うためには、いくつかの基本的

な条件があります。 

代表者やメンバーについて 

・メンバーの中に都営住宅の居住者が含まれていること 

・代表者、メンバー合わせて 3 名以上のグループであること 

・居住者に限るなどメンバーの参加条件を限定しないこと 

活動場所について 
都営住宅の管理に支障のない場所で活動すること 

禁止される行為 

・既存の植栽や設備を撤去したり改変したりすること 

・他の人の利用を制限すること 

菜園の活動をする場合は… 

収穫物は参加者及び団地居住者のものとせず、子ども食堂やフードパントリー等

地域の団体へ提供するなど、地域へ還元する活動であること。 

メンバーや活動場所について、自治会が同意していること 

 

②書類をそろえ提出する 
申請の際には申請書やチェックリストに必要事項を記入の上、下記のお問合せ先ま

でご連絡ください。 
 

③申請から承認までの流れ 
申請書が提出されると、申請内容の審査が行われます。 

申請の場所が管理上支障のある場合などは、場所の変更をお願いすることがありま

す。 
  

④承認 
申請書類等の審査により、申請内容が条件を満たす場合は、都が承認し、活動が可

能となります。 

※活動に係る費用に関しては、参加者の自己負担となります。 
 

お問い合わせ先／申請先 

JKK 東京 公営住宅管理部 都営管理課  

みんなでサロン担当 

電話：０３-３４０９-２２６１ (代表) 

受付時間：9 時から 18 時（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く） 

e-mail: minnadesalon(at)to-kousya.or.jp 

※送信の際は、（at）を＠に変換してください。 







 


